
  

一 

 
 

 

国
家
公
務
員
の
人
件
費
の
総
額
の
削
減
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
総
則 

一 

目
的 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
法
律
は
、
我
が
国
の
厳
し
い
財
政
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
は
一
層
の
歳
出
の
削
減
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
等
に

鑑
み
、
国
家
公
務
員
の
人
件
費
の
総
額
の
削
減
を
図
る
た
め
の
施
策
に
つ
い
て
、
国
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、
基
本
方
針

そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
総
人
件
費
削
減
推
進
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
総
合

的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

二 

国
の
責
務 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
は
、
国
家
公
務
員
の
人
件
費
の
総
額
の
削
減
を
推
進
す
る
た
め
必
要
な
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る

責
務
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
関
係
） 

第
二 

基
本
方
針
等 

 

一 

基
本
方
針 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

国
家
公
務
員
の
人
件
費
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し



 

二 

て
五
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
け
る
そ
の
額
が
、
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
そ
の
額
か
ら

そ
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
額
以
上
を
減
少
さ
せ
た
額
と
な
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
削
減
を
行
う
も

の
と
す
る
こ
と
。 

① 

国
家
公
務
員
の
総
数
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
純
減
を
さ
せ
る
こ
と
。 

 
 

 

イ 

国
の
行
政
機
関
の
地
方
支
分
部
局
の
統
合
、
廃
止
及
び
合
理
化
に
よ
り
、
施
行
日
の
属
す
る
年
度
か
ら
五
年
度
以

内
に
三
万
五
千
人
以
上
の
純
減
を
さ
せ
、
こ
の
う
ち
二
万
人
の
純
減
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
の
属
す
る
年
度
か
ら
三

年
度
以
内
に
行
う
こ
と
。 

 
 

 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
施
行
日
の
属
す
る
年
度
か
ら
起
算
し
て
五
年
度
以
内
に
二
万
人
以
上
の
純
減

を
さ
せ
る
こ
と
。 

② 

国
家
公
務
員
の
給
与
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
減
額
を
行
う
こ
と
。 

 
 

 

イ 

ロ
に
掲
げ
る
措
置
に
先
立
っ
て
、
速
や
か
に
、
国
家
公
務
員
の
給
与
等
の
額
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一

日
に
お
け
る
国
家
公
務
員
の
給
与
等
の
額
と
比
較
し
て
、
平
均
し
て
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
以
上
の
削
減
を
行
う

こ
と
。 



  

三 

 
 

 

ロ 

国
家
公
務
員
の
給
与
等
の
水
準
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
、
施
行
日
の
属
す
る

年
度
か
ら
五
年
度
以
内
に
、
人
事
院
に
お
い
て
、
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
一
人
以
上
の
民
間
の
事
業
者
に
お

け
る
従
業
員
の
賃
金
に
関
す
る
実
態
に
基
づ
き
、
か
つ
、
国
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
家
公
務
員
の
給
与
に
関
す

る
勧
告
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
し
、
当
該
勧
告
の
内
容
が
国
家
公
務
員
の
給
与
等
に
適
切
に
反
映
さ
れ
る

よ
う
に
す
る
こ
と
。 

（
第
三
条
関
係
） 

二 

実
施
計
画 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 

政
府
は
、
一
の
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
即
し
て
、
国
の
行
政
機
関
の
職
員
の
人
件
費
の
総

額
の
削
減
の
実
施
の
た
め
の
計
画
（
以
下
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
実
施
計
画
の
案
に
つ
き
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
２
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。 



 

四 

４ 

２
及
び
３
は
、
実
施
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
四
条
関
係
） 

三 

法
制
上
の
措
置
等 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政
府
は
、
基
本
方
針
及
び
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
関
係
） 

第
三 

総
人
件
費
削
減
推
進
本
部 

一 

設
置 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

国
の
行
政
機
関
の
職
員
の
人
件
費
の
総
額
の
削
減
を
総
合
的
か
つ
集
中
的
に
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
に
、
総
人
件
費
削

減
推
進
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
条
関
係
） 

二 

所
掌
事
務 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

① 

実
施
計
画
の
案
の
作
成
及
び
実
施
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

② 

①
の
ほ
か
、
国
の
行
政
機
関
の
職
員
の
人
件
費
の
総
額
の
削
減
の
推
進
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整



  

五 

に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（
第
七
条
関
係
） 

三 

組
織
等 

本
部
は
、
総
人
件
費
削
減
推
進
本
部
長
（
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。
）
、
総
人
件
費
削
減
推
進
副
本
部
長

（
国
務
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。
）
及
び
総
人
件
費
削
減
推
進
本
部
員
（
本
部
長
及
び
副
本
部
長
以
外
の
全
て
の
国
務
大

臣
を
も
っ
て
充
て
る
。
）
を
も
っ
て
組
織
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

（
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
関
係
） 

四 

設
置
期
限 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
部
は
、
そ
の
設
置
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 （

第
十
四
条
関
係
） 

五 

そ
の
他
本
部
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
四 

施
行
期
日 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
三
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し

て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

（
附
則
関
係
） 



 

  

一 

 

国
家
公
務
員
の
人
件
費
の
総
額
の
削
減
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
案
） 

目
次 第

一
章 
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

第
二
章 

基
本
方
針
等
（
第
三
条
―
第
五
条
） 

第
三
章 

総
人
件
費
削
減
推
進
本
部
（
第
六
条
―
第
十
六
条
） 

附
則 

 
 

第
一
章 

総
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
我
が
国
の
厳
し
い
財
政
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
は
一
層
の
歳
出
の
削
減
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
等

に
鑑
み
、
国
家
公
務
員
の
人
件
費
の
総
額
の
削
減
を
図
る
た
め
の
施
策
に
つ
い
て
、
国
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、
基
本
方
針

そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
総
人
件
費
削
減
推
進
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
総
合
的

に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
国
の
責
務
） 



 

二 

第
二
条 

国
は
、
国
家
公
務
員
の
人
件
費
の
総
額
の
削
減
を
推
進
す
る
た
め
必
要
な
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す

る
責
務
を
有
す
る
。 

 
 

 

第
二
章 

基
本
方
針
等 

 

（
基
本
方
針
） 

第
三
条 

国
家
公
務
員
の
人
件
費
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算

し
て
五
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
け
る
そ
の
額
が
、
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
そ
の
額
か
ら

そ
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
額
以
上
を
減
少
さ
せ
た
額
と
な
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
削
減
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

一 

国
家
公
務
員
の
総
数
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
純
減
を
さ
せ
る
こ
と
。 

 

イ 

国
の
行
政
機
関
の
地
方
支
分
部
局
の
統
合
、
廃
止
及
び
合
理
化
に
よ
り
、
施
行
日
の
属
す
る
年
度
か
ら
五
年
度
以
内

に
三
万
五
千
人
以
上
の
純
減
を
さ
せ
、
こ
の
う
ち
二
万
人
の
純
減
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
の
属
す
る
年
度
か
ら
三
年
度

以
内
に
行
う
こ
と
。 

 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
施
行
日
の
属
す
る
年
度
か
ら
五
年
度
以
内
に
二
万
人
以
上
の
純
減
を
さ
せ
る
こ



 

  

三 

 

と
。 

 

二 
国
家
公
務
員
の
給
与
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
減
額
を
行
う
こ
と
。 

 

イ 
ロ
に
掲
げ
る
措
置
に
先
立
っ
て
、
速
や
か
に
、
国
家
公
務
員
の
給
与
等
の
額
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

に
お
け
る
国
家
公
務
員
の
給
与
等
の
額
と
比
較
し
て
、
平
均
し
て
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
以
上
の
削
減
を
行
う
こ
と
。 

 

ロ 

国
家
公
務
員
の
給
与
等
の
水
準
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
、
施
行
日
の
属
す
る
年

度
か
ら
五
年
度
以
内
に
、
人
事
院
に
お
い
て
、
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
一
人
以
上
の
民
間
の
事
業
者
に
お
け
る

従
業
員
の
賃
金
に
関
す
る
実
態
に
基
づ
き
、
か
つ
、
国
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
家
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
勧
告

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
し
、
当
該
勧
告
の
内
容
が
国
家
公
務
員
の
給
与
等
に
適
切
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
。 

（
実
施
計
画
） 

第
四
条 

政
府
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
即
し
て
、
国
の
行
政
機
関
の
職
員
の
人

件
費
の
総
額
の
削
減
の
実
施
の
た
め
の
計
画
（
以
下
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
実
施
計
画
の
案
に
つ
き
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

四 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

４ 

前
二
項
の
規
定
は
、
実
施
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
法
制
上
の
措
置
等
） 

第
五
条 

政
府
は
、
基
本
方
針
及
び
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

第
三
章 

総
人
件
費
削
減
推
進
本
部 

（
設
置
） 

第
六
条 

国
の
行
政
機
関
の
職
員
の
人
件
費
の
総
額
の
削
減
を
総
合
的
か
つ
集
中
的
に
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
に
、
総
人
件
費

削
減
推
進
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

（
所
掌
事
務
） 

第
七
条 

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一 

実
施
計
画
の
案
の
作
成
及
び
実
施
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 



 

  

五 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
の
行
政
機
関
の
職
員
の
人
件
費
の
総
額
の
削
減
の
推
進
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並

び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

（
組
織
） 

第
八
条 

本
部
は
、
総
人
件
費
削
減
推
進
本
部
長
、
総
人
件
費
削
減
推
進
副
本
部
長
及
び
総
人
件
費
削
減
推
進
本
部
員
を
も
っ

て
組
織
す
る
。 

（
総
人
件
費
削
減
推
進
本
部
長
） 

第
九
条 

本
部
の
長
は
、
総
人
件
費
削
減
推
進
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充

て
る
。 

２ 

本
部
長
は
、
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

（
総
人
件
費
削
減
推
進
副
本
部
長
） 

第
十
条 

本
部
に
、
総
人
件
費
削
減
推
進
副
本
部
長
（
以
下
「
副
本
部
長
」
と
い
う
。
）
を
置
き
、
国
務
大
臣
を
も
っ
て
充
て

る
。 

２ 

副
本
部
長
は
、
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
。 



 

六 

（
総
人
件
費
削
減
推
進
本
部
員
） 

第
十
一
条 

本
部
に
、
総
人
件
費
削
減
推
進
本
部
員
（
以
下
「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

２ 

本
部
員
は
、
本
部
長
及
び
副
本
部
長
以
外
の
全
て
の
国
務
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 

（
資
料
の
提
出
そ
の
他
の
協
力
） 

第
十
二
条 

本
部
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
の
行
政
機
関
の
長
に
対
し
て
、

資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

本
部
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
に
対

し
て
も
、
必
要
な
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
事
務
） 

第
十
三
条 

本
部
に
関
す
る
事
務
は
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
処
理
し
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
副
長
官
補
が
掌
理
す
る
。 

（
設
置
期
限
） 

第
十
四
条 

本
部
は
、
そ
の
設
置
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。 

（
主
任
の
大
臣
） 



 

  

七 

 

第
十
五
条 

本
部
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
に
い
う
主
任
の
大
臣
は
、
内
閣
総
理

大
臣
と
す
る
。 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
十
六
条 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

附 

則 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
章
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 





 

  

九 

 

理 

由 
我
が
国
の
厳
し
い
財
政
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
は
一
層
の
歳
出
の
削
減
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
国
家
公
務
員

の
人
件
費
の
総
額
の
削
減
を
図
る
た
め
の
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
当
該
施
策
に
つ
い
て
、
国
の
責
務
を
明
ら
か
に

し
、
基
本
方
針
そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
総
人
件
費
削
減
推
進
本
部
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


